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文京区障害者グループホーム等整備費補助要綱 

 

２３文福障第１８５７号平成２３年１２月８日区長決定 

一部改正 ２４文福障第２７４３号平成２５年３月２９日部長決定 

一部改正 ２５文福障第１１２３２号平成２６年３月２４日部長決定 

一部改正 ２７文福福第１３８７号平成２７年１１月５日区長決定 

一部改正 ２９文福福第１２３４号平成３０年２月１４日部長決定 

一部改正 ２０２０文福障第１９号令和２年４月１日区長決定 

一部改正 ２０２３文福障第２５８９号令和６年２月２９日区長決定 

一部改正 ２０２４文福障第２６１４号令和７年２月２０日区長決定 

一部改正 ２０２５文福障第４８４号令和７年５月２６日部長決定 

一部改正 ２０２６文福障第５５４号令和８年６月５日区長決定 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第５条第１８項に規定する共同生活援助（以下「グループホーム」という。）

又は同法第５条第８項に規定する短期入所（以下「短期入所」という。）（以下これらを「グル

ープホーム等」という。）の障害福祉サービス事業を行う社会福祉法人等に対し、当該グルー

プホーム等に供するための施設の整備に要する費用の一部を補助することにより、グループホ

ーム等の整備を図り、もって障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（通則） 

第２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、文京区補助金等交付規則（昭

和４９年１２月文京区規則第４４号）に定めるところによる。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号の

いずれかに該当する法人とする。 

⑴ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人 

⑵ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条に規定する医療法人 

⑶ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）第２条第１号に

規定する一般社団法人等（次号に該当するものを除く。） 

⑷ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）第２条

第１号に規定する公益社団法人及び同条第２号に規定する公益財団法人 

⑸ 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動

法人 

⑹ 前各号に規定する法人以外の法人 

（補助対象事業） 

第４条 補助の交付対象とする事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者が国又は

東京都のグループホーム等を整備する事業に係る補助金の交付を受けて、区の区域内において
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グループホーム等を整備する事業であって、文京区地域福祉保健計画に沿ったものとする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象経費は、補助対象事業に係る施設の整備に要した費用（以下「施設整備費」

という。）とし、備品整備費については、対象としない。 

（補助金の交付額） 

第６条 補助金の交付額は、施設整備費の実支出額から国及び東京都の補助金又は交付金その他

の収入額を控除して得た額に別表に定める補助率を乗じて得た額と、同表に定める補助限度額

とを比較していずれか少ない額（補助対象事業に係る工事の期間が複数年度にわたるときは、

当該工事を実施した年度ごとに、当該工事の出来高に応じた額）とする。ただし、予算の範囲

内とし、１,０００円未満の端数は、切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、文京区障害

者グループホーム等整備費補助金交付申請書（別記様式第１号。以下「申請書」という。）に

関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第８条 区長は、前条に規定する交付申請があったときは、申請書及び関係書類を審査し、交付

の適否を決定しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付の適否を決定したときは、文京区障害者グループホ

ーム等整備費補助金交付決定通知書（別記様式第２号）又は文京区障害者グループホーム等整

備費補助金不交付決定通知書（別記様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

（変更等の申請） 

第９条 前条の規定による補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）を受けた者（以下

「交付決定者」という。）が補助事業の内容を変更しようとするときは、文京区障害者グルー

プホーム等整備費補助金変更交付申請書（別記様式第４号）に必要な書類を添えて、区長に申

請しなければならない。ただし、補助金の交付額に変更がなく、かつ、軽微なものについては、

この限りでない。 

２ 交付決定者が補助対象事業を廃止し、又は中止しようとするときは、区へ補助対象事業の廃

止又は中止の事前協議を行うため、文京区障害者グループホーム等整備費補助金事業中止・廃

止申請書（別記様式第５号）に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

（変更交付等の決定） 

第１０条 区長は、前条第１項の規定による変更の申請があった場合は、その内容を審査し、承

認するときは文京区障害者グループホーム等整備費補助金変更交付決定通知書（別記様式第６

号）により、承認しないときは文京区障害者グループホーム等整備費補助金変更不承認決定通

知書（別記様式第７号）により、交付決定者に通知しなければならない。 

２ 区長は、前条第２項の規定による中止又は廃止の申請があった場合において、当該事業の中

止又は廃止を承認するときは文京区障害者グループホーム等整備費補助金事業中止・廃止承認

決定通知書（別記様式第８号）により交付決定者に通知しなければならない。 

（実績報告） 

第１１条 交付決定者は、補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が
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終了したときは、速やかに文京区障害者グループホーム等整備費補助金実績報告書（別記様式

第９号）を区長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定及び請求） 

第１２条 区長は、前条に規定する実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により 補

助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、文京区障害者グループホーム等整備費補助金額確定通知

書（別記様式第１０号）により交付決定者に通知する。 

２ 交付決定者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに請求書（別記様式第１１号）

により補助金の交付を請求しなければならない。 

（決定の取消し） 

第１３条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定に違反し

たとき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、文京区障害者グループホ

ーム等整備費補助金交付決定取消通知書（別記様式第１２号）により、交付決定者に通知する

ものとする。 

３ 前２項の規定は、前条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適

用する。 

（財産処分の制限） 

第１４条 交付決定者は、補助対象事業により取得した不動産及びその従物については、補助事

業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成２０年厚生労働省告示第３

８４号）に定める財産の処分制限期間に準拠し、これに定める期間を経過するまで、区長の承

認を受けずに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担

保に供してはならない。 

（財産処分に伴う収入の取扱い） 

第１５条 交付決定者が区長の承認を受けて、財産の処分をすることにより収入があった場合に

は、区長は、その収入の全部又は一部を納付させることができる。 

（帳簿及び関係書類の管理保管） 

第１６条 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収

入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管

しておかなければならない。 

（その他の補助条件） 

第１７条 交付決定者は、補助対象事業に係るグループホーム等について、次に掲げる条件に従

って運営しなければならない。 

⑴ 施設への利用者の選定に当たり、区と協議を行うとともに、文京区民が優先して利用でき

るよう、特段の配慮を行うこと。 
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⑵ 家賃等その他の利用者負担金は、できる限り低価格に設定すること。 

⑶ 区が行う障害福祉関連事業に積極的に協力すること。 

（委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉部長が別に

定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成２３年１２月８日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成２７年１１月５日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、決定の日から施行する。 
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別表（第６条関係） 

施設の種類 適用単位 補助率 補助限度額 

知的障害者 

グループホーム 

 

身体障害者 

グループホーム 

 

精神障害者 

グループホーム 

１ユニット 

創設 

定員４人以下 

９/１０ 

50,000千円 

定員５人以上 60,000千円 

改修 ３/４ 3,000千円 

知的障害者 

短期入所 

 

身体障害者 

短期入所 

 

精神障害者 

短期入所 

１建物 

創設 ９/１０ 20,000千円 

改修 ３/４ 3,000千円 

 

 


